
22 67 260

260 2

4 4 29

3
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 議案第 １０ 号関係  

 

件   名 
八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

担 当 課 総務企画部 総務課 

根拠法令等 一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25年法律第 95号）他 

施 行 日 公布の日（令和 4年 2月 1日から適用） 

 

【 １．趣旨 】 

 

令和３年１１月１９日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

において、新型コロナウイルス感染症への対応及び少子高齢化への対応が重なる最前線

の職員の収入を官民問わず引き上げ、処遇を改善する方針が示されたことに伴い、「処

遇改善手当」を新設するもの。 

 

 

【 ２．改正の対象となる条例 】 

 

・八幡浜市職員の給与に関する条例 

・八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例 

・八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

 

 

【 ３．改正の概要 】 

 

・手当の種類に「処遇改善手当」を新たに加える。 

（パートタイム会計年度任用職員は、「処遇改善に係る報酬」を新たに加える。） 

・処遇改善手当・報酬の概要を規定し、詳細は規則で定めることとする。 

 

 

【 ４．改善の詳細 】 

［ 規則で定める ］と記載した項目については、今後、規則において詳細を規定する予定 

 

⑴ 教育・保育の現場で働く職員の処遇改善 

 

〇 事業名 

・保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 

・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 

 

〇 処遇改善の対象とする職種 ［ 規則で定める ］ 

・保育士・幼稚園教諭、保育所調理員、放課後児童クラブ支援員のうち、月額で 

給与が定められた会計年度任用職員 

 

〇 支給額 ［ 規則で定める ］ 

・月額 9,000円 

※ ただし、パートタイム会計年度任用職員は、勤務時間に応じて調整した額。 
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⑵ 地域でコロナ医療など一定の役割を担う看護職員の処遇改善 

 

〇 事業名 

・看護職員等処遇改善事業 

 

〇 処遇改善の対象とする職種 ［ 規則で定める ］ 

・市立八幡浜総合病院で勤務する看護師（正規職員、会計年度任用職員） 

※ ただし、月額で給与が定められていない会計年度任用職員を除く。 

 

〇 支給額 ［ 規則で定める ］ 

・月額 4,000円 

※ ただし、パートタイム会計年度任用職員は、勤務時間に応じて調整した額。 

※ 看護職員の処遇改善手当については、令和 4年 9月までは月額 4,000円と 

するが、同年 10月以降は国の方針により月額 12,000円に引き上げられる 

予定。 

 

 

【 ５．事業費 】 

 

⑴ 令和 4年 2月から 9月まで 

次の区分に応じた収入の引上げ措置（処遇改善措置）を講ずること等を条件とし

て、全額国庫補助金（補助率 10/10）の対象となる。 

① 教育・保育の現場で働く職員：3％程度（月額 9,000円） 

② 地域でコロナ医療など一定の役割を担う看護職員：1％程度（月額 4,000円） 

 

⑵ 令和 4年 10月以降 

地方交付税措置が予定されている。 
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 議案第 １１ 号関係  

 

件   名 八幡浜市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

担 当 課 総務企画部 総務課 

根拠法令等 

・消防組織法（昭和 22年法律第 226号） 

・消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 

（平成 25年法律第 110号） 

・地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

・消防団員の階級の基準（昭和 39年消防庁告示第 5号） 

施 行 日 令和４年４月１日 

 

【 １．改正の概要 】 

 

⑴ 年額報酬の改正                       （単位：円） 

年額報酬 

階級 
現行 

→ 

改正（案） 変更額 

団長 140,000 164,800 ＋24,800 

副団長 107,400 126,400 ＋19,000 

分団長 80,800 95,100 ＋14,300 

副分団長 43,500 51,200 ＋ 7,700 

部長 35,800 42,100 ＋ 6,300 

班長 26,500 37,900 ＋11,400 

団員 23,400 36,500 ＋13,100 

支援団員 1,500 1,500 （変更なし） 

 

⑵ 出動報酬の改正                            （単位：円） 

現行  改正（案） 

水火災出動 

５時間超 2,900 

→ 

災害出動 

（水火災又は 

地震災害） 

６時間以上 8,000 

４時間以上 

６時間未満 
6,000 

５時間以下 2,100 
４時間未満 4,000 

訓練警戒出動 （区分なし） 1,800 → 訓練警戒出動 
２時間以上 3,500 

２時間未満 2,000 

 

【 

新
設 

】 

捜索出動 

６時間以上 8,000 

４時間以上 

６時間未満 
6,000 

４時間未満 4,000 

その他団長の命による出動 2,000 

※改正点 ・地震災害の追加（赤字部分） 

・時間区分と報酬支給額の見直し 

・捜索出動等の新設（青字部分） 
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【 ２．改正の経緯 】 

・消防団員数が全国で２年連続で１万人以上減少している状況であり、消防庁では、これ

まで以上の危機感のもと、講ずべき対策を検討するため「消防団員の処遇等に関する検

討会」が開催された。 

・同検討会からの報告に基づき、消防庁長官より令和３年４月１３日付で「消防団員の報

酬等の基準の策定等について」の通知が発出された。この通知により、消防団員の処遇

の改善に向けて今後取り組むべき事項や留意事項が取りまとめられ、今般、消防団員の

報酬等の見直しを行うものである。 

 

【 ３．改正内容 】 

・通知により、「団員」階級の「年額報酬」は 36,500 円、災害に関する「出動報酬」は

１日（７時間４５分）当たり 8,000円を標準とすることが示された。 

・「年額報酬」については、「団員」階級を 36,500 円とし、「団員」より上位の階級に

ある者については、業務の負荷や職責等を勘案し、現行の年額報酬の差額及び新たに示

された標準額と均衡のとれた額となるよう定める。 

・「出動報酬」のうち「災害出動」については、新たに示された標準額と均衡のとれた額

となるよう定める。 

・「出動報酬」のうち「訓練警戒出動」については、業務の負荷、活動時間等を勘案し、

新たに示された標準額と均衡のとれた額となるよう定める。 

・「出動報酬」のうち「災害以外の出動」については、通知において標準額が示されてい

ないため、「災害出動」に準じた報酬額となるよう新たに設定する。 

 

 

《 例 》 

「団員」階級にある者が、１年間に４時間未満の火災出動１回、６時間以上の水害（台

風被害等）出動１回、２時間以上の訓練１回出動した場合 

 

● 現行の報酬額 

年額報酬        23,400円 

出動報酬  火災出動   2,100円 

水害出動   2,900円 

       訓練出動   1,800円 

合計        30,200円 

 

● 改正（案）での試算 

年額報酬   36,500円 

出動報酬  火災出動   4,000円 

水害出動   8,000円 

       訓練出動   3,500円 

合計   52,000円 

 

→「団員」階級にある者１人当たり、現行よりも 21,800円（年間）が増額となる。 
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 議案第 １３ 号関係  

 

件   名 八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

担 当 課 総務企画部 税務課 

根拠法令等 

・全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する 

法律（令和 3 年法律第 66 号） 

・同法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和 3 年政令第 253 号） 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） 

・地方税法施行令（昭和 25 年政令第 245 号） 

施 行 日 公布の日（一部は、令和４年４月１日） 

 

１ 改正の趣旨 

 〇 今回の改正は、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組みとして国民健康 

保険に加入する子どもの国民健康保険税均等割を軽減する。 

なお、国民健康保険税は、応益（均等割・平等割）と応能（所得割・資産割）に応じて設定さ

れている。 

その上で、低所得世帯に対しては、応益分の軽減措置（7・5・2 割軽減）が講じられている。 

 

２ 改正の概要 

 〇 対象は、国民健康保険に加入する全世帯の未就学児（6歳に達する日以後の最初の 3月 31日 

以前である被保険者） 

※ 八幡浜市の対象者数 208 人（R3.12.31現在） 

 〇 当該未就学児に係る国民健康保険税均等割について、その 5割を公費により軽減する。 

  ※ 従来の低所得者の応益分軽減が適用されている場合、軽減後の均等割を 5 割軽減する。 

  ※ 例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの 3割の半分（1.5 割）を軽減することから 

8.5割軽減となる。（下図「◇ 軽減イメージ」を参照） 

 〇 国・地方の負担割合 国 1/2、県 1/4、市 1/4 

 

◇ 軽減イメージ 

  保険税額 

計 8.5割      計 7.5割     計 6割       計 5割 

                                       所得額 

 ◇ 当市の対象者数及び減額措置額（R3.12.31 現在で試算） 

世帯区分 7 割軽減 5 割軽減 2 割軽減 軽減なし 合計 

対象者数 35 人 33 人 31 人 109人 208人 

減額措置額 153,825円 241,725円 363,320円 1,596,850円 2,355,720円 

 

◇ 未就学児 1人あたりの均等割額                      (単位:円) 

 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 軽減なし 

改定前均等割額 ※ 8,790 14,650 23,440 29,300 

減額する額 4,395 7,325 11,720 14,650 

減額後均等割額 4,395 7,325 11,720 14,650 

※ 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額分に係る法定軽減後の均等割年額 

7 割軽減 5 割軽減 2 割軽減 軽減なし 

(5 割)  (4 割) 
 

 
 (2.5割) 
 

(1.5割) 

新
た
な
公
費
に
よ

る
軽
減
分 

従
来
の
軽
減
分 

軽減後保険税額 
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 議案第 １４ 号関係  

 

件   名 
八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成に関する条例の制定について 

【 新規制定 】  

担 当 課 市民福祉部 市民課 

施 行 日 令和４年４月１日 

 

【１．趣旨】 

 

 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき不妊治療等に要する費用を

助成することにより、出産を望み、不妊治療等を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、もって

本市の少子化対策の推進及び市民福祉の向上を図るため制定するもの。 

 

【２．条文の概要】 

 

・第１条（目的） 

不妊治療等に要する費用を助成することの目的。（上記【１．趣旨】に同じ。） 

 

・第２条（定義） 

⑴ 不妊治療等：保険医療機関等において行う不妊治療、不妊検査その他規則で定める診

療行為 

※ 規則において、人工授精、男性に対する治療等を定める予定。 

  ⑵ 夫婦：戸籍法の規定による届出（婚姻届）をしている夫婦又は事実婚関係にあるもの 

⑶ 医療保険各法：健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国民健康保険法、 

国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法 

⑷ 助成金：本条例に基づき交付する助成に係る金銭 

⑸ 一部負担金：医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額 

※ 一部負担金 … 医療費用の 3割（附加給付がある場合は、附加給付額を除く。） 

 

・第３条（助成対象者）…次の⑴～⑶の要件を満たす必要があること。 

⑴ 不妊治療等を開始している夫婦 

⑵ 不妊治療等を受けた日及び助成金の交付申請を行う日において、夫婦ともに市内に住

所を有する者等 

⑶ 不妊治療等を受けた日において、生活保護を受けていない者 

 

※ ただし、他の地方公共団体（愛媛県を除く。）が実施する助成等の制度を利用してい

る不妊治療等は助成の対象としないこと。 

 

・第４条（助成） 

不妊治療等に係る一部負担金を負担した助成対象者に対し、当該相当額を助成すること。 

※ ただし、文書料、個室料その他の不妊治療等に直接関係のない費用等（次ページの枠

内の⑴～⑹の費用）を除くこと。 

－47－



 

《助成金の額（計算式）》 

 

 

 

 

不妊治療等に係る 

一部負担金 ＝ 助成額 ※次の費用を除く 

 

 

 

 

 

 

・第５条（助成金の交付申請） 

申請は、不妊治療等を受けた日の属する月ごとに、当該月の翌月初日から起算して１年以

内に行うこと。 

 

・第６条（助成金の交付決定） 

申請があったときは、速やかに審査し、交付の可否を決定し、申請者に通知すること。 

 

・第７条（交付決定の取消し等） 

不正行為により助成を受け、又は受けようとした者に対し、交付決定を取り消すとともに、

助成金の全額又は一部の返還を求めることができること。 

 

・第８条（権利の保護） 

助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。 

 

・第９条（委任） 

条例の施行に関し必要な事項を規則に定めること。 

 

・附則（施行期日と適用） 

令和４年４月１日から施行し、同日以後に受けた不妊治療等に係る費用の助成について適

用すること。 

 

※ 令和４年４月１日以後に受けた不妊治療等に係る費用を助成対象とする。 

※ 保険適用でない不妊治療費等は助成対象外。 

 

 

⑴高額療養費 

⑵食事療養標準負担額 

⑶文書料、個室料その他の不妊治療等に 

直接関係のない費用 

⑷不妊治療等を伴わない不妊症を診断す

るための検査費用 

⑸国又は愛媛県から交付される助成金等 

⑹そのほか、不妊治療等を受けたことに

対する給付金等 

の合計額 
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 議案第 １６ 号関係  

 

件   名 
八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 
根拠法令等 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号） 

担 当 課 産業建設部 水産港湾課 施 行 日 令和 4 年 4 月 1 日 

 

【 別表部分の新旧対照表 】 

改正後 改正前 

 （削る） 別表第１（その１） 

 港湾施設一覧表 

 施設別 種別 名称 位置 

外かく施設 防波堤 城ケ浦防波堤 位 置 図 

１ 

係留施設 係船岸 向灘係船岸 〃 ２ 

新川尻 〃 〃 ３ 

栗野浦係船岸 （その１） 〃 ４ 

栗野浦 〃 （その２・３） 〃 ５ 

桟橋 北浜桟橋 〃 ６ 

沖新田 〃 〃 ７ 

栗野浦 〃 〃 ８ 

鯛引 〃 〃 ９ 

沖新田第１〃 〃 １０ 

第一可動橋 〃 １１ 

第二可動橋 〃 １２ 

大内浦桟橋 〃 １３ 

岸壁 沖新田岸壁 （その２） 〃 １４ 

〃 （その３） 〃 １５ 

〃 （その４） 〃 １６ 

第三可動橋 〃 １７ 

栗野浦岸壁 〃 １８ 

物揚場 向灘物揚場 〃 １９ 

内港 〃 〃 ２０ 

－
4
9
－



沖新田 〃 〃 ２１ 

中袋 〃 〃 ２２ 

栗野浦 〃 〃 ２３ 

外袋 〃 〃 ２４ 

鯛引 〃 〃 ２５ 

保管施設 野積場 北浜野積場 〃 ２６ 

沖新田 〃 （その１） 〃 ２７ 

沖新田 〃 （その２） 〃 ２８ 

栗野浦 〃 （その１） 〃 ２９ 

栗野浦 〃 （その２） 〃 ３０ 

外袋 〃 〃 ３１ 

上屋 貨物上屋（内港） 〃 ３２ 

〃 （港湾業務ビル） 〃 ３３ 

旅客施設 待合所 北浜旅客待合所（大島行き） 〃 ３４ 

沖新田旅客待合所（大島行き） 〃 ３５ 

フェリー旅客センター（観光センター１階） 〃 ３６ 

フェリー駐車場 〃 ３７ 

港湾環境整

備施設 

緑地 北浜公園 〃 ３８ 

沖新田緑地公園 〃 ３９ 

臨港交通施

設 

道路 臨港道路 １号線 〃 ４０ 

〃 ２号線 〃 ４１ 

〃 ３号線 〃 ４２ 

〃 ４号線 〃 ４３ 

〃 ５号線 〃 ４４ 

〃 ６号線 〃 ４５ 

〃 ７号線 〃 ４６ 

橋梁 北灘橋 〃 ４７ 

渡海橋 〃 ４８ 

港湾業務施

設 

事務所 港湾業務ビル事務所 〃 ４９ 

観光センター（２階以上） 〃 ５０ 

その他施設 交流施設用地 交流施設用地 〃 ５１ 
 

  

  

－
5
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－



（削る） （その２）港湾施設位置図 

 

 

別表第１ 港湾施設使用料 別表第２ 港湾施設使用料 

種別 分類及び単位 金額 摘要 

（略）    

（削る）    

（略）    

（削る）  

 

 

 

 

  

種別 分類及び単位 金額 摘要 

（略）    

売店使用料 市長が別に定める額   

（略）    

観光センタ

ー使用料 

フェリー旅客センター切符

売場事務所 １平方メート

ルまでごとに１か月 

２，０３３円 １階 

１月に満たない場合

は、１日６７．７６円

／m２とする。 

 

－
5
1
－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェリータ

ーミナルビ

ル使用料 

発券事務所 

１平方メートルにつき１か月 

１，３０２円 １階（１号室及び２号

室） 

事務所（その１） 

１平方メートルにつき１か月 

１，０５５円 ２階（１号室）及び３

階（３号室） 

事務所（その２） 

１平方メートルにつき１か月 

１，１７２円 ３階（１号室及び２号

室） 

売店 

１平方メートルにつき１か月 

１，２８８円 １階 

レストラン 

１平方メートルにつき１か月 

８４４円 ２階 

レストランテラス 

１平方メートルにつき１か月 

１４１円 

倉庫（その１） 

１平方メートルにつき１か月 

９３７円 １階（Ａ号室） 

倉庫（その２） 

１平方メートルにつき１か月 

１，０１６円 １階（Ｂ号室） 

倉庫（その３） 

１平方メートルにつき１か月 

１，０５６円 ３階（Ａ号室、Ｂ号室、

Ｃ号室及びＤ号室） 

展
望
ロ
ビ
ー 

日中（９時から１７時ま

で １時間につき） 

１，４７０円 左に掲げるもののほ

か、備考中３の項及び

４の項に掲げるところ

による。 

 

夜間（１７時から２２時

まで １時間につき） 

２，２００円 

終日（９時から２２時ま

で） 

１９，８４０円 

 

事務所 １平方メートルに

つき１か月 

１，２０５円 ２階以上 

事務所（営業） １平方メー

トルにつき１か月 

８２７円 ２階以上 

会議室（午前９時から正午） １，１００円 延長１時間までごと

に料金の３割を加算

する。 

冷房使用の場合は使

用料の５割、暖房使用

の場合は使用料の３

割の額を冷暖房使用

料として加算する。 

会議室（正午から午後５時） １，３２０円 

会議室（午前９時から午後５

時） 

１，６５６円 

 

（加える） 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

－
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港湾業務ビ

ル使用料 

（略）   

駐車場使用

料 

沖新田駐車場 

１台につき１か月 

５，３５０円 １月に満たない場合

は、１日１７８．３３

円／台とする。 

出
島
駐
車
場 

駐車を開始した時刻から

６０分を超えたときから

起算して、１回３０分ま

でごとに １台につき 

６０円  

駐車した時刻から２４時

間までごとに 上限額 

２，０００円 

 

港湾業務ビ

ル使用料 

（略）   

 

（加える） 

   

 

備考 備考 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 展望ロビーの利用における次の各号に掲げる行為については、当該各号に定める

額を使用料に加算するものとする。 

⑴ 冷暖房を使用する場合 使用料の３割の額 

⑵ 厨房機器を使用する場合 使用料の１割の額 

⑶ 展望デッキを使用する場合 使用料の３割の額 

⑷ 入場料を徴収して使用する場合又は商品の宣伝、販売等これに類する目的に使

用する場合 使用料の５割の額 

４ 展望ロビーの利用時間については、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 利用当日において準備をし、又は片付けを行うために要する時間を含むものと

する。 

⑵ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、当該端数を１時間とみなして計算

する。 

⑶ 利用時間を延長した場合は、１時間につき（１時間に満たないときは、１時間

とみなす。）延長した時刻に該当する区分に規定する１時間当たりの使用料の額

を加算する。 

⑷ ９時以前に利用する場合は、１時間につき（１時間に満たないときは、１時間

とみなす。）日中の区分に規定する１時間当たりの使用料の額を加算する。 

 

別表第２ （略） 別表第３ （略） 

－
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八幡浜港フェリーターミナルビル １階平面図 

 

 

発券事務所 

1-1 

発券事務所 

1-2 

倉庫 

1-A 

倉庫 

1-B 

売店 

海
側 －

5
4
－



 

八幡浜港フェリーターミナルビル ２階平面図 

 

 

事務所 

2-1 
レストラン 

レストランテラス 

海
側 

－
5
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八幡浜港フェリーターミナルビル ３階平面図 

 

 

事務所 

3-2 

事務所 

3-1 

事務所 

3-3 
倉庫 

3-D 

倉庫 

3-C 

倉庫 

3-B 

倉庫 

3-A 海
側 

－
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八幡浜港フェリーターミナルビル ４階平面図 

 

 

展望ロビー 

展望デッキ 展望デッキ 

海
側 

－
5
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八幡浜港フェリーターミナルビル 全景 

 

－
5
8
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八幡浜港フェリーターミナルビル ４階展望ロビー 
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港湾施設位置図 改正後 

 

 

フェリーターミナルビル 

出島フェリー駐車場 

出島第一可動橋 

出島第二可動橋 

出島桟橋 

出島駐車場 

沖新田駐車場 

－
6
0
－



 

港湾施設一覧表 

施設別 種別 名称 位置図番号 施設別 種別 名称 位置図番号 

外かく施設 防波堤 城ケ浦防波堤 １ 保管施設 野積場 沖新田 〃 （その１） ２７ 

係留施設 係船岸 向灘係船岸 ２ 沖新田 〃 （その２） ２８ 

新川尻 〃 ３ 栗野浦 〃 （その１） ２９ 

栗野浦係船岸 （その１） ４ 栗野浦 〃 （その２） ３０ 

栗野浦 〃 （その２・３） ５ 外袋 〃 ３１ 

桟橋 北浜桟橋 ６ 上屋 貨物上屋（内港） ３２ 

沖新田 〃 ７ 〃 （港湾業務ビル） ３３ 

栗野浦 〃 ８ 旅客施設 待合所 北浜旅客待合所（大島行き） ３４ 

鯛引 〃 ９ 沖新田旅客待合所（大島行き） ３５ 

沖新田第１〃 １０ フェリー旅客センター（観光センター１階） ３６ 

第一可動橋 １１ フェリーターミナルビル ５５ 

第二可動橋 １２ 乗船車駐車場 フェリー駐車場 ３７ 

大内浦桟橋 １３ 出島フェリー駐車場 ５６ 

出島桟橋 ５２ 利用者駐車場 出島駐車場 ５７ 

出島第一可動橋 ５３ 港湾環境整備施設 緑地 北浜公園 ３８ 

出島第二可動橋 ５４ 沖新田緑地公園 ３９ 

岸壁 沖新田岸壁 （その２） １４ 臨港交通施設 道路 臨港道路 １号線 ４０ 

〃 （その３） １５ 〃 ２号線 ４１ 

〃 （その４） １６ 〃 ３号線 ４２ 

第三可動橋 １７ 〃 ４号線 ４３ 

栗野浦岸壁 １８ 〃 ５号線 ４４ 

物揚場 向灘物揚場 １９ 〃 ６号線 ４５ 

内港 〃 ２０ 〃 ７号線 ４６ 

沖新田 〃 ２１ 橋梁 北灘橋 ４７ 

中袋 〃 ２２ 渡海橋 ４８ 

栗野浦 〃 ２３ 港湾業務施設 事務所 港湾業務ビル事務所 ４９ 

外袋 〃 ２４ 観光センター（２階以上） ５０ 

鯛引 〃 ２５ 駐車場 沖新田駐車場 ５８ 

保管施設 野積場 北浜野積場 ２６ その他施設 交流施設用地 交流施設用地 ５１ 

 

－
6
1
－



 議案第 １７ 号関係  

 

件   名 
八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

担 当 課 産業建設部 水産港湾課 

根拠法令等 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の 2第 1項 

施 行 日 令和 4年 4月 1日 

 

【 位置図 】 

 

 

楠町物流倉庫 

－62－



 

現地写真 

 

 

 

 

楠町物流倉庫 

－63－
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